
立山信仰関係用語用字従古(-)

- 「前」と「娼」 一

木本秀樹＊

はじめに

立山の呼称については、 これまで梯々に論じられ、 今日に至っている。 立山は、 初見

として『万葉氏』に「多知夜麻」と万葉仮名で泳まれ、 題洞に「立山」の用字を当てて

いるI) 。 そしてその乱11 はタチヤマであるが、 それがのちにタテヤマヘと転訛して今日に

至ったものである。 ところで、 このタチの呼称については、「太刀」 とも、 顕現を示す

「毀つ」とも、 さらには立ちはだかるの意とも様々に解されてきたが、 いまだ正案を得

ていないのが実mである。 また全国の山岳信仰を有する地域において、 用字は様々であ

るものの、 タチあるいは、 タッの音乱ljを持つ語句をいくつも拾い出すことができること

も、 夙に指摘されているところである。

ところで立山信仰史上の地名や歴史用語の中には、 いくつか特異なものが見うけられ

る。 中でも、 地名としての芦絣寺、 岩隙寺の「隙」や布稔i菰預会の舞台となった燐堂や

その主神である燐1'.\(像の「娼Jなどは、 これまでにいくつかの知見が窟われるものの、

その用字としての経緯や方途等の点で、 いまだ明らかにされていない面がみられるので

ある。 その理由として、 同用字が正字との1刈わりにおいて不詳な点が少なくなく、 また

極めて特屎なー地域的色彩の謀いもの、 あるいは恣意的なものとしての一性格を有して

いることにもよるものと思われるのである。

もとより私は、 いわゆる地名学的研究、 あるいは民俗学的研究にl刈しては門外漢であ

り、 その点に 1対する知見を得るものではないが、 文献史科を中心に駆使して以下、 同用

字の可能性を追究することとしたいと考える。

ー

まず、 芦朗寺、 岩餅寺の「 1餅」について提示することとしたい,,。芦隙寺、 岩朗寺の

史料的初見は、「伊呂波字頚抄j十咎本所収の「立山大菩薩」3

' である。 この中で、 同
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内：二呑本や三咎本には、 同緑起は見られないものの、 十巻本にのみ掲載されているもの

であり、 同本が下限として鎌倉初期までに成立したとすることで、 大方の支持が得られ

ているものである［） 。 そして同縁起の内容は、 近くとも平安後期までには成立していた

と考えられる。 また現存する 「伊呂波字類抄j澁写本の中で、 もっとも古いものの一本

は、 学習院大学図芥館所茂本 （旧三条西家所蔵本 鎌合末写本） とされているが、 同緑

起0)収戟する咎四は、 散逸している"。 そこで同緑起の内容を伝えるもっとも古い写本

は、 大東怠·.�記念文即本 （室町初期写本） じ＇ であり、 その他の写本は、 ほとんどが近世に

はいってからのものと考えられている。

そこで次に、 磁史料の用字を逐次挙げてい＜ことにしよう。 まず、 大束急記念文／屯本

「伊呂波字類抄」十巻本では、「翠絣寺」、「岩餅寺」とあり、「絣」と 「絣」 （「隙」 では

ない。） の双方を用字としていることがわかるc また、 芦絣寺の初見文書である正平八

年五月二十五日「桃井直信内下状」” によれば、「臨餅寺々イ粋御中」とあり、「餅」 を用

字としている。 さらに、 中世におけるいくつかの古文芥中にも、 同様の用字が見られる

とともに、 近世における古氾録中には、「1uff」に作る例も見受けられるのである。

ところが、 近世文内や古記録によると、 こうしたいくつかの例外は除いて、 ほとんど

が「朗」を用いている。 しかし管見の限りでは、 この文字を正字としている出典はまつ

たくなく、 さらに既刊の史料煤をみても、 どちらかといえば機械的に（無批判に）この

用字に終始していることのように窺われるのである。もとより用字が定沿してしまえば、

それが迎字となって啓辿化されてい＜ものであり、 けっしてそうしたことを否定するも

のではない。 しかし、 そこに至る過程もある程度見受けられるのではないかと考え、 次

に若干の史料を提示して私見を述べることとする。

まず、「汲文解字」の「秤、 段注」によれば、「（略）益古祇名二1千 山．、 後人加二之山

労—、（略）」とあり、「秤」は「妍」のことであり、 また「唐書」地理志には、「扶風縣

西只山、 古文以為直汗山、今随）+I只山縣只ぶ犬山也」とあって、 妍山は、 呉山ともこうと

している，ー方、「梨組』によれば、「妍、 或作，I祖、 迎作，i汗」とあり、「秤」、「妍」（俗

字「妍」）、「l昔l」（俗字「1#1」)、「i汗」（俗字「妍」）がともに字義として迎じることにな

る。 そして、「秤」が「HfJ」の字義を持つとすると、 山を切りI紺いた場所に迎じる。 ま

た「狛叫によれば、「妍、 山名、 在二堀）+! ー、 或作, IJfJ、 迎作，i汗」とあり、 「l1ff」は、

哺」であることから、 水の湧き出たところをも指す。 そして「経典秤文』では、「妍、

字又作,iff、 山名、 一名呉岳」ともあるのである。

また「品文迎』II定咋」によれば、「井」（俗字「井」）について、「井、 按、 合ー為井、

封峙1ゥ 併」とあり、 さらに、「1千、 山之岐而合者、 炊者、 井之慈、 秤者、 井之形」 とも
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あるのである。 以上のことから考えて、 これら字義は、 山の地形に通じることが連想さ

れるとともに、「．呉」が後にクレと呼称されるようになったことも、 クラとの音距の1-½l

わりの中で躾味深いと言わざるを得ないのである" C さらに、「lllff」、「餅」ともに字義

として菓てがたいものとも解することができるのであるc

以上、 字義から「耕」の宛字について考えてみたが、 次に「l�ff」の語義につき、 可能

な限り史料的哀付けを駆使して述べてみたい。 もとより、 この地名の由来を衷付ける確

たるものはないのであるが、 次に挙げることもひとつの考え方ではないかと思い、 憶測

に終始することをお断りしておきたい。 まず、 芦耕寺の「芦」については、 すでに柳田

国男が全国の山間原野の地にアシという地名が比較的よ＜みられ、・硲j;IJの名残ではない

かとを指摘し"、 また「悪（あ）し」＝険しい地形のことを指すとする見解も窺われる。

また「1隙」については、応：j御座の「座」に通じるとともに、 蔵王の「茂」をザと呼称す

ることなども在証として挙げることができる。 ー方、 古代の正倉が高床式の構造をもち、

その床面から地面までの空間に穎稲を保存したが、 その場所を合下（＜らじ）とよんだ

ことから、 薗田香融氏が「足合下」より芦隙寺を類推する'.
)

;: 例として挙げられてもい

る10
C 

このほか、「古＇『記』には「天之1姓l戸神」、「国之1怜J戸神」＂＇ の存在が窺われ、lrlJを ク

ラと呼称している。 また『万菜氏』において、 平群氏女郎が大伴宿祢家持にH'tiった和歌

の中に、「：i:: 位の 嗚くくら谷に うちはめて 焼けは死ぬとも 君をし待たむ」 ；"とあ

り、「＜ら谷」のことを深い谷や断i晶の意に解されている。 いわば、「＜ら」を賠いの窓

とともに、 谷間の意にも解しているのである 13 。 さらに現存する方言には、 断i.lの烈に

解している地名がみられるというし"。

ー方、「伊呂波字類抄」には、「度 クラ 将貝也Jとあり'"、「ー 座山」、「ー 座寺」

など山や寺などの名数に用いられているe このようにクラにも、 様々な意味の存するこ

とが窺われるのである。

91
 

次いで、 儡幽や娼，＇附．像の用字である「娼」について、 取りをf,:げることとする。 文正元

年六月三日「神保長誠料足寄巡状」IO によれば、 この用字が「祖低堡」とあり、 諸徴造

咄のため十買文を寄進しており、 これが同字の初見である。 そして「娼」としての初見

は、「黄銅製仏餡鉢」（県指定文化財）
：” に、 守設代神保長職の被官であった寺ii!じ職恵が

ー光堂本神定門の追善供投のため、 天文十六年三月八日に「翠絣燐御本停」に寄進した
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中に出てくるものである。 また古文：内は、 天正十二年十一月日 「佐々成政寄進状」,.,

（同上）においてである。

その後、 ほぼ「澁」の用字が定祈してい＜ものの、「芦隙寺ー山会文芥」 において、

正平八年宜月二十五日「桃井直に書下状」 i,: を上限として、 同上の「澁」を初見とする

までの間、「祖母党」,0) (延徳三年）、「うは堂」'1) (天正十一年） の実例は各一例ずつ

あるものの、 中世全期を迎して「娼」の用字は、 わずかしか見いだすことができないの

である。 これも「l柳」と同様、 近世にはいると「饂」として定沿して苦辿化されていっ

たものであり、 それが通字となったものと思われる。

これまで同字の労である「1温」の字義については、 潅漑や田の神の意とする見解が多

かったが、 木倉数伝氏は、 田三つ書くのは後世になってからのことで、 もとは低三つ}}=

いて造化の三低神を意味し、 田はf吐の字をiJJJして略されたものであろうとする見解を示

されている'2) 。 また炭瀬誠氏は、 造字、 和製漢字としての性格の強いものともされてい

る23) 。 しかし、 仮にそれが造られた文字であっても、 正字等があれば、 そこに至る過程

をある程度類推することも可能ではないかと考え、 以下「乳母」、「老婆」等のいくつか

の語句の用例は別として、 文字にみられる梢成要素から検討してい＜こととしたい。

まず、「娼」の;:JIIについては、 ウバとすることでまず採論はない。 ただ、 ウバ（オウ

ナ、 オンバ等）の乱IIを有するその他の漢字は、「姥」、「姐」、「娯」（「娯」に同じ）、「姻」

等を挙げることができる。:..)"1:実、 これらの実例はさほど多くはないものの、 古文害や古

品録等に窺われるものである。 そして各文字の持つ意味は、 扁が女であることで共迎し

ているものの、 労の構成により字義が決定されるものが少なくない。 そこで「燐」の労

を見ると、「晶」であるが、 この柚の窓味は果たして如何なるものであろうか。

はじめに、「晶」は「狛韻」によれば、「晶、 田間地、 謂之晶」とあり、 田と田の間の

地を慈味する。 また「正字遥」によれば、「,�·曲、 六苫本義、 i丸土為ふ翌壁也、JJ.-..三田ー、

即土窓、 亦加，土作地辿、」とあり、 砦を築いたり、「曲」に同じとしている。 しかし、

濯」が「!1他」の略字となることは首行されるものの、 こうした慈味が 「娼」 の労であ

る「 1�'曲」に迎じるとすることには、 いささか無理があるように思われてならないのであ

る24) 。 ただ、『釈名」釈地によれば、「田、 設也、 五稼娯立尚其中也、」ともあり、「田」

の字義は、 涵ちるという意に解されている。 まさに、 穀物が籾の中に充実した状態を示

すものである。 ー方、「准南子」天文』IIでは「束方為，田、」とあり、 束の烈ともとられ

ている。 これは、 日の出の方角を指しており、 両者ともに芦絣寺の知悶惇信仰の内容を考

えると、 窯味としてある程度叶った字義ではある。

そこで私は、 次の「娯」、「袋」の両字の持つ意味に注目したいのである。まず「姫」
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は、 『正字迎』によれば 「女悩、 母撫g 兒也、」とあり、 保が子を没うことを指す。 また

「 染韻」によれば、「姫、 以v 氣曰峨何、 以 v閤曰雌碕、」、「恐品」楽品によれば、「月妬姻

毅二育座物、」として、「注」に「品正L照、 悦日改悩、」とあるのである。 さらに、「准南

子」原迫訓によれば、「羽者姻伏、」として、「注」に「�I紐伏、 以ふ謡恥卵也、」としてお

り、 まさに「外碕伏」の語義は、、店が拠を以って卵を裂い暖めることを指し、 転じて女性

が子を腹に抱えるが如き様を示しているものと言えよう。 ー方、「姻」の労である「謳」

は解字として、「に」と「品」との合字で、「こ」は蔵するの意：味である。「荀子」大略

では、「言之伝者、 在二乎厖翌之柑l-、」として、「注」に 「悩、 蔵A勿臨、 云云、 凡こ之

可-1註者、 如：：： 物在遠詞皿之1/:\J.、 言有二分限ー、 不嘩滋ふ也、 器名虚脳者、 奥」丘同義、」と

あり、 物を収める意に解されている。 以上のことから、「姻」の持つ意味は、 子を守る

女性の様を表していると解することができよう。

次に、「袋」についてである。「説文迎;;JII定弦」によれば、「袋、 炭雅秤言、 投、 侯也、

按謂点衷卒重身也ー、」とあり、 女性が材正になることを指す。 ところで論題からやや外

れるため、 その詳細を記すことは省くが、「説文解字」によれば、「袋」の本字は「必」

であり、「品」（三日 ）が後に「晶」に改められたことによるものと思われる。 つまり、

本来は「日」であったものが後に「田」になったとするものであり、 い わゆる田として

の意味はないことになるのである。（ただ、・1前述したように文字が 一 端定沿してしまえ

ばそれが迎字となり、 語慈が変化してい＜ことも十分考えられる。）そこで、「品」の字

義についてみると、「品」は「染韻』によれば、「品、 説文、 梢光也、 或作晟、」とあり、

日の栢光で、 本義は「日」を三つ重ねることによって、 明るいことの極盛を表すとされ

る。 さきに、「田」の字義として東方の窓に解することも述べたが、「品」の意：ともども、

儡恨の持つさまざまな 性格を勘案すると頷ける意味でもあるとともに、 主観的ではある

が字形からして一 考を要するものと言えよう。

次いで、「力見（「娼」）についてである。 この用字による史料は、 いくつか見受けられ

る。「正字迎」によれば「姫、 地神曰饂、」とあり、 土地神と解されている。 この文字を

用いた語句として、「饂神」（「渓害J祗柴志）、「饂姫」（「北史」邪都偲）と い ったもの

が挙げられる。 もとより、 労である「旦」は「囚」と「皿」との合字であり、 囚人に皿

（食物 ）を与えることから、 思いやり＝仁の烈を表して い るという。 そして労である

「盆」が)J)Jれて、「晶」になった可能性も考えられるものである。 また、「山姫」お、 といっ

た例もあり、 こうした観点からすると、「姐」の字義にもおのずと儡:,'.)(としての性格が

窺われるのであり、 一考を要するものとして挙げておく。

もとより、「姥」、「姐」等の音がウバであり、 字義も年老いた女（毎）、 乳母、 変等多
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岐にわたる用いられ方をしている。「姐」 は伯述したように、 木合氏の見解と符合する

用字であるが、 しかし「母」 を三つ連ねることによって三I、原を表すとすることにまで展

開してい＜ものか、 検討を用するものとい えようZGI。

おわりに

立山にお いて「l柳」、「娼」はよく用いられる用字であるが、 ともにその字義につ い て

渚説取り挙げられるものの、 いまだ定かならざるものがある。 もとより「耕」につ い て

は、，；音；りをみてもその正字すら詳かではないようである。 またこれまで、 「娼」の作で

ある「晶」が一般的に田の意味を持つとされてきたが、 造字としての性格から考えて可

能性として、 かならずしもそうした字義に限定されるものではないのではないかと脳測

に終始した次第である。

ただ、 前述したようにいかなる文字も迎字としてひとたび定沿してしまえば、 それが

その地城における固有のものとなって い＜ことをけっして否定するものではない。 たと

えば歴史上においても、 前近代における氏族名には、 こうしたものが いくつも見受けら

れるのであるが、 本松のように地域固有のこうした事例の背蚊には、 如何なることが内

在しているのか、 用字を通して詰めてみることもあながち無吠なことではないと考え、

紙数を1屯やした次第である。特に中・近世を迎じて、 刊行された漢藉や史杏の苦及には

きわめて広範なものがあり、 そのことによる，；j裟字/@の没透のほとを窺うことができるか

らである07) 。

もとより山岳信仰を有する地域には、 共有する音飢を伴った用語が少なくな い 。 すで

に多くの先学の研究にもあるように、 そこにば共通する概念が根底にあると想定され、

演緑 ． 姑納両面にわたる手法により少しずつ解明されてきている。 本私jで取り挙げた手

法は、 史科的裏付けに基づいて論画するものとは大き＜屎にし、 杏意的な面が少なくな

いが、 立山ではいまだ当を得な い用字も窺われるのであり、 こののちこうした研究の吝

栢を進めて い＜ことの必要性を痛感するとともに、 拙 い ノートとして提示することとし

たし' o

、
王

＿＿―-ロ

1)「万葉．集」巻十七 4000·4001·4003·4004·4024。

2)「蛾」の用字については以前、 立山
t
収物館刊行の広報紙である「たては<」15号(19
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96. 1 .)において、 本稿の要旨を述べたことがある。 本来なれば、 本論成粒ののち

に同広報紙に掲戟すべきではあったが、 その順序が新j後したことにつき、 御海容をい

ただきたい。 なおこの点に関する正面から取り挙げた先学の研究として、 炭瀬誠「越

中奥山の地名と用字」（「立山黒部奥山の歴史と伝承j所収、 桂芥房、1984)がある。

脱瀬氏は、 この中で「l隙」のほかに、山岳特有のいくつかの用字についても述べ てい

る。 なお、 先学の論考の中で本稲で挙げる用字に関して触れたものは、 枚挙に暇がな

ぃ。 本来なれば逐次それを挙げるべきであるが、 論旨及び紙数の都合上割愛させてい

ただ＜こととした。 また脱瀬誠「立山黒部文献目緑」(1957)及び林雅彦「立山信仰

史研究文献目録」（「培補日本の絵解き 一 費科と研究』所収、 三弥井苫店、1984) を収

録して、 新たに「立山信仰史研究文献目録」（福江充当
t
専物館学芸只作成、 平成8年

度日本山岳修験学会第十七回立山大会質科、1996)が作成されているので、 それを参

照されたい。

3)「立山大菩睦」釈文については、 拙稿「「伊呂波字類抄』十巻本収載「立山大菩薩」

釈文ー「 立山l井j山緑起」生成過程に関する予備的考察ー」（「窃山県立山栂物館研究紀

要」3号、 富山県立山柚物館、1996)を参照されたい。

4)詳細については省くこととするが、 註3)拙稲掲載の先行論文を参照のこと。

5)松尾聡「本学蔵三条西家旧蔵本由来」（『輔仁会雑誌J 199号、 学習院輔仁会、1976)。

この中で、松尾氏は同本が三条西家よりの伝本であることの経絲を詳細に述べている。

6)「伊呂波字類抄J (雄松幽出版、1987)。

7)「芦絣寺ー山会文害」（「窃山県史 史科編II 中世」所収、 窃山県、1975)

8)佐藤誠実「奥をクレといふ考」er律令格式論北」所収、 汲古書院、1991)には、 典

の乱IIについて論じている。

9)柳田国男「地名の研究」（「定本 柳田国男尖j第二十巻所収、 筑序：苫房、1976)。

10)「合下考」（「日本古代財政史の研究』所収、 塙：内房、1981)。

11)「古事記j上券

12)「万菜染」巻十七 3941

13)「日本国語大辞典j第6巻（小学館、1989)の「＜ら （谷）」の項。

14)注14)前掲内の「＜ら」の項。

15)『伊呂波字類抄j巻六 「久（ く）」の貝数の項。

16) 註主7)·1j1jオ焙．；序。

17) 計主7) ·,j,」
・
オri:苫。

1s) r越中立山古文書j (立山1#-l発鉄迫株式会社、1962)。
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19)註7)飢掲書。20)延徳三年六月二十 一 日「寺飢誠恩―芦餅寺田安堵状」（註7)前掲

害）。

21)�119) iii月砧内。

22)木倉氏は、 もとより「多くの田」の意に解されていたようであるが（注18)前掲苫）、

晩年における氏の見解として、 註2)炭瀬氏前掲内にその由、 掲載されている。

23)註2)脳瀬氏前掲苫。「立山信仰と神仏分離」（「ビジュアル富山百科」所収、 窃山新

測社、1994)。

24) 1ii'曲が田の神や権漑を表しているとする見解も従来から強く短われるが、 これは以上

の字義から考えてあまりにも恣慈的である。 註2)廣瀕氏前掲書においても挙げられ

ているように、「信仰の実佑と合致せ」ざるものであろう。

25)「大淡和辞典」谷四（大修館内店、1971)の「山」の項参照。

26)註13)·,前掲苫第3巻の「うば」の項。この中で、 ウバの語源については諸説窺われ

るものの、 オンバの音は現行のものとして各地にもみられることを付記しておく。

27) こうした字義については、 漢籍等からのアプロ ー チが必要となるとともに、 当時こ

うした漢籍がどの程度苦及していたかが問忍となろう。ところで、 窟山市立図芥館に

は、 立山町出身の故翁久允氏所蔵の文献が寄賠され、 その且録が作成されている。 こ

の中には、 芦絣寺宿坊が所有していた諸本もあり、 当時の学問的水準を知る上で買重

なものである。加賀蔀に関しては、 将．経1抄j文即所蔵のものが目安となろうが、・県内所

在のものに閃しては今後の謀題であろう。 この点に関しては、 破部勉「窃山県に残存

する沢箱 ・ 古紗本」（「冨山の自然と文化」所収、 冨山大学理学部、 1991)参照のこと。
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